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１．京丹波町男女共同参画推進委員会 

・京丹波町男女共同参画推進委員会設置要綱 

平成 18 年９月１日 

告示第 55 号 

(設置) 

第１条 男女共同参画社会をめざす総合的施策の推進に関する京丹波町男女共同参画計画(以下「計画」とい

う。)の策定にあたり、幅広く意見等を求め、その計画を円滑に推進するため、京丹波町男女共同参画推進委

員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、計画の策定において、必要な事項を調査及び審議し、提言を行うものとする。 

２ 委員会は、計画を円滑に推進し、男女共同参画社会をめざすため、その施策等について意見等を述べる

ものとする。 

(組織) 

第３条 委員会は、委員 12 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 町議会の議員 

(２) 町教育委員会の委員 

(３) 町の区域内の団体が推薦する者 

(４) 学識経験を有する者 

(５) その他、町長が適当と認める者 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 第２項第１号、第２号及び第３号に掲げる委員にあっては、委嘱されたときにおける当該身分を失った

ときは、委員を辞したものとみなす。 

(会長及び副会長) 

第４条 委員会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見等の聴取) 

第６条 会長は、第２条の所掌事務を円滑に遂行するために必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出

席させて、意見、助言等を求めることができる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、男女共同参画推進担当課において行う。 

(補則) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成 18 年９月１日から施行する。 
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・京丹波町男女共同参画推進委員会委員名簿 

（委嘱期間：平成 28 年８月 18 日から平成 30 年８月 17 日まで） 

 

委員長等 氏名 役職等 

 森田 幸子 京丹波町議会議員 

会長 藤田 道子 京丹波町教育委員会委員 

 堀川 好 京丹波町人権擁護委員 

 石田 美恵 京丹波町民生児童委員協議会 

 湊 嘉秀 京丹波町区長会 

 森田 保 京丹波町農業委員会 

副会長 山内 和代 京丹波町きらりネットワークの会 

 松井 美幸 京丹波町国際交流協会 

 澤田 清 京丹波町ＰＴＡ連絡協議会 

 岸根 明美 クロイ電機株式会社 

（敬称略） 
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・京丹波町男女共同参画計画策定経過 

 

開催年月日 内容 

平成 28 年８月 18 日（木） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第１回会議）

・委嘱状交付、会長等の選出 

・「男女共同参画」について 

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

①全体スケジュールについて 

②アンケート調査の実施について（調査票案） 

平成 28 年９月 16 日（金）

～平成 28 年 10 月４日（火） 

「男女がともにあらゆる分野で活躍できる社会をめざす住民アンケート

調査」の実施 

平成 28 年 10 月 21 日（金） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第２回会議）

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

①アンケート調査の実施について（回収件数等） 

②ワークショップの結果について 

③団体懇談会の結果について 

・「第１次計画」の評価について 

平成 28 年 11 月 17 日（木） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第３回会議）

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

①アンケート調査の結果について（概要・速報） 

②課題の取りまとめについて 

③計画骨子案について 

平成 28 年 12 月 19 日（月） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第４回会議）

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

 ①計画素案について 

 ②数値目標について 

 ③住民アンケート調査結果報告書について 

平成 29 年２月２日（木） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第５回会議）

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

 ①計画素案について 

 ②数値目標について 

 ③パブリックコメントについて 

平成 29 年２月 16 日（木）

～平成 29 年３月２日（木） 
パブリックコメントの実施 

平成 29 年３月 10 日（金） 

京丹波町男女共

同参画推進委員

会（第６回会議）

・「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定について 

 ①パブリックコメント（結果）について 

 ②パブリックコメント意見に対する「考え方」公表

（案）について 
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２．計画の策定体制について 

・住民アンケート調査結果 

①調査の概要 

［目的］ 

○本アンケート調査は、「京丹波町第２次男女共同参画計画」策定に向けて、町民のまちづ

くりに対するニーズ等を把握し、計画策定の基礎資料とするために実施したものです。 

 

［調査の対象者と配布数］ 

調査名 調査対象 配布数 回収数 回収率 
内有効 

回答票 

男女がともにあらゆ

る分野で活躍できる

社会をめざす住民ア

ンケート調査 

京丹波町にお住まいの

18 歳以上の方（抽出基

準：平成 28 年９月１

日）を無作為に抽出 

３,000 票 １,041 票 34.７％ １,023 票

［調査期間］ 

○平成 28 年９月 16 日～平成 28 年 10 月４日 

②調査結果 

［男女共同参画に関する意識や慣行］ 

○「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えについては『反対』と回答した

人は６割以上となり、平成 18 年度に実施した前回調査の 47.７％に比べ増加しており、

一定の意識の変化がみられます。 

○一方、家庭や職場、政治の場などにおける男女平等に関する意識は『男性優遇』と感じて

いる人が多いことや、家庭における家事の大半を女性が担っている状況は前回調査から大

きな変化がみられず、依然として男女の固定的性別役割分担意識は地域に深く根付いてい

るものと思われます。 

○男女共同参画社会の実現に向けて最も重要だと思うことについても、「女性を取り巻く

様々な偏見、固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること」が最も多くなっています。 

○固定的性別役割分担意識は小さい頃から知らず知らずのうちに身に付いているものであ

り、短期間で解消するのは難しい問題といえます。今後も周知・啓発活動を継続して推進

するとともに、話しあいの場の創出など意識変革のきっかけづくりが求められます。 
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7.7

8.1

1.1

18.5

8.0

18.7

11.3

43.0

36.4

8.5

41.0

31.3

49.8

54.9

32.1

25.2

51.8

17.7

32.4

10.5

13.6

4.5

3.7

1.0

1.3

2.9

1.7

2.6

1.0

0.2

0.5

0.5

0.6

0.8

1.1

7.3

13.8

23.8

10.4

13.2

8.1

7.4

4.4

12.6

13.4

10.8

11.6

10.6

9.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ア．家庭生活

イ．職場

ウ．学校教育の場

エ．政治の場

オ．法律や制度上

カ．社会通念・慣習・しきたり等

キ．社会全体でみた場合

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

不明

n=1,023 

男女の平等についての考え 

結婚、離婚、家庭についての考え 

6.3

4.2

6.4

14.5

46.0

64.5

79.2

68.4

66.4

23.4

23.0

10.9

18.8

11.6

19.2

0.6

0.2

0.3

0.1

0.2

0.4

0.4

0.3

1.9

5.3

5.3

5.2

5.9

5.6

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．掃除の担い手

イ．食事のしたくの担い手

ウ．食事の後かたづけ、食器洗いの担い手

エ．家計費管理の担い手

オ．家庭における全体的な実権の担い手

家族内の男性 家庭内の女性 家族全員 家族以外 わからない 不明 n=1,023 

家庭での役割について 
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［仕事と家庭生活の両立について］ 

○男女共同参画社会形成のために行政が力を入れるべきことについては「保育の施設・サー

ビス、高齢者・病人の施設や介護サービスを充実する」が最も多く、次いで「子育て中や

介護中であっても仕事が続けられるよう支援する」となっています。さらに、女性が出産

後も離職せずに働くために必要なことについては「保育所や学童クラブ等、子どもを預け

られる環境の整備」が最も多くなっていることからも、男女がともに活躍できる社会の形

成を推進するうえで、子育て・介護へのサポート体制の充実は欠かせない要素といえます。 

○現状として、家事や育児の従事時間は平日、休日ともに女性が多くなっている一方、平日

の労働時間については男性が多く、40 代の男性では約５人に１人が一日「12 時間以上」

働いていると回答しています。 

○女性の社会参加を促進するためには、女性が現状として多くを担っている家事や育児など

の負担軽減に向けた、育児・介護サービスの充実とともに、男性の家事や育児などへの積

極的な参画促進を図るため、長時間労働の是正などワーク・ライフ・バランスの実現に向

けた取り組みの推進も必要とされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6

32.7

12.6

13.8

8.7

2.6

10.1

9.9

7.0

32.5

14.9

15.2

6.7

3.9

9.3

10.6

0 10 20 30 40

法律や制度の上での見直しを行い、

女性差別につながるものを改めること

女性を取り巻くさまざまな偏見、

固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること

女性自身が経済力をつける、知識・技術を習得する等、積

極的に力の向上を図ること

女性の就業、社会参加を支援する施設や

サービスの充実を図ること

国や企業等の重要な役職に一定の割合で

女性を登用する制度を採用・充実すること

その他

わからない

不明
H28
H18

(%)

n=1,023

男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために最も重要だと思うこと 
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32.2

39.5

28.2

31.5

32.4

54.0

34.2

32.4

49.0

46.5

16.4

11.1

18.4

1.9

2.2

5.3

9.0

40.5

45.5

33.5

36.0

34.4

51.4

37.3

35.1

43.9

46.6

18.3

13.3

23.1

2.5

2.5

4.5

7.2

26.0

35.2

24.4

28.4

31.6

56.9

32.5

30.9

53.7

47.6

15.1

9.5

14.7

1.3

2.0

5.9

9.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

法律や制度の面で見直しを行う

女性を政策決定の場に積極的に登用する

各種団体の女性のリーダーを養成する

職場における男女の均等な取り扱いについて周知徹底を行う

女性の就労の機会を増やしたり、従来女性の就労が少なかった分野等への女性の進出を

促進するため、職業教育や職業訓練を充実する

保育の施設・サービス、高齢者・病人の施設や介護サービスを充実する

学校教育・社会教育等の生涯教育の場で、男女の平等と相互の理解や協力についての

学習を充実する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及等男女ともに働き方の見直しを進める

子育て中や介護中であっても仕事が続けられるよう支援する

子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、教育等のセンターを充実する

各国の女性との交流や情報提供等、国際交流を推進する

広報誌やパンフレット等で、男女の平等と相互の理解や協力についてＰＲする

その他

特にない

わからない

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝1,023 

男女共同参画社会の形成のために行政が力を入れるべきこと 

62.1

35.6

29.7

44.8

41.7

21.9

29.2

41.2

28.3

24.8

2.1

1.9

3.6

20.7

60.6

33.3

31.4

39.6

40.5

20.4

28.3

39.8

28.7

26.0

2.7

1.4

3.2

23.3

63.7

37.7

28.9

49.2

42.7

23.3

30.7

43.3

28.7

24.4

1.4

2.3

3.6

18.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

保育所や学童クラブ等、子どもを預けられる環境の整備

介護支援サービスの充実

家事・育児支援サービスの充実

男性の家事参加への理解・意識改革

女性が働き続けることへの周囲の理解・意識改革

働き続けることへの女性自身の意識改革

男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革

職場における育児・介護との両立支援制度の充実

短時間勤務制度や在宅勤務制度等の導入

育児や介護による仕事への制約を理由とした昇進等への

不利益な取り扱いの禁止

その他

特にない

わからない

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝1,023 

女性が出産後も離職せずに働くために必要なこと 
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n=1,023 

5.4

10.5

16.4

13.9

10.5

8.5

6.5

28.4

10.4

18.6

20.4

10.9

4.8

1.8

1.4

31.9

1.6

3.8

14.0

16.7

14.7

13.8

10.8

24.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

していない（０時間）

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５時間以上

無回答

（％）

全体 男性 女性

9.3

20.2

15.1

12.1

8.3

6.2

3.4

25.4

17.6

29.6

14.3

5.4

2.0

1.8

0.5

28.7

2.7

12.7

16.0

17.8

13.3

9.9

5.9

21.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

していない（０時間）

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５時間以上

無回答

（％）

全体 男性 女性

n=1,023 

一日のうち家事に費やす時間 

＜平日＞ ＜休日＞ 

21.6

21.6

10.8

8.1

10.1

16.2

11.5

50.0

30.8

3.8

7.7

0.0

0.0

7.7

6.3

16.7

14.6

8.3

15.6

25.0

13.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５時間以上

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝148 

一日のうち育児に費やす時間 

＜平日＞ ＜休日＞ 

10.8

12.8

10.8

8.1

7.4

37.2

12.8

21.2

15.4

17.3

15.4

9.6

7.7

13.5

5.2

11.5

7.3

4.2

6.3

53.1

12.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４～５時間未満

５時間以上

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝148

平日の一日のうち平均で仕事に費やす時間 

合計 ２時間未満 ２～４時間
未満

４～６時間
未満

６～８時間
未満

８～10時間
未満

10～12時間
未満

12時間以上 無回答

589 13 35 58 143 192 60 23 65
100.0 2.2 5.9 9.8 24.3 32.6 10.2 3.9 11.0

1 0 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 0 0 0 2 5 0 2 1
100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.0 0.0 20.0 10.0

32 0 1 1 4 13 12 0 1
100.0 0.0 3.1 3.1 12.5 40.6 37.5 0.0 3.1

53 1 0 0 7 23 10 10 2
100.0 1.9 0.0 0.0 13.2 43.4 18.9 18.9 3.8

64 2 1 0 10 24 16 5 6
100.0 3.1 1.6 0.0 15.6 37.5 25.0 7.8 9.4

81 2 7 10 25 22 3 0 12
100.0 2.5 8.6 12.3 30.9 27.2 3.7 0.0 14.8

61 3 10 6 9 5 0 1 27
100.0 4.9 16.4 9.8 14.8 8.2 0.0 1.6 44.3

1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26 0 1 1 7 13 2 1 1
100.0 0.0 3.8 3.8 26.9 50.0 7.7 3.8 3.8

36 1 1 4 13 12 2 0 3
100.0 2.8 2.8 11.1 36.1 33.3 5.6 0.0 8.3

61 1 2 5 19 24 6 2 2
100.0 1.6 3.3 8.2 31.1 39.3 9.8 3.3 3.3

90 1 6 16 21 34 8 2 2
100.0 1.1 6.7 17.8 23.3 37.8 8.9 2.2 2.2

55 2 4 13 20 14 1 0 1
100.0 3.6 7.3 23.6 36.4 25.5 1.8 0.0 1.8

14 0 2 0 4 1 0 0 7
100.0 0.0 14.3 0.0 28.6 7.1 0.0 0.0 50.0

男性-60代

男性-30代

男性-40代

男性-50代

男性-70歳以上

女性-20歳未満

全体

男性-20歳未満

男性-20代

女性-20代

女性-30代

女性-40代

女性-50代

女性-60代

女性-70歳以上

男
性

女
性

問９　平日の一日のうち平均で仕事に費やす時間

上段：人
下段：％
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［暴力の根絶について］ 

○セクハラやＤＶ等について、自分又は周りの人が被害にあったと回答した人は全体の約３

割となっています。 

○そのうち、だれかに「相談した」と回答した人は全体の約２割にとどまっており、「相談

したかったが、相談しなかった（相談できなかった）」「相談しようと思わなかった」人が

約３割となっています。府や町では暴力や性犯罪などの様々な悩みに関する相談窓口を設

けていますが、その認知度はいずれも全体の１割に満たないのが現状です。 

○「自分自身が被害にあった」と回答した人は女性の割合が多いことからも、特に女性に向

けた様々な暴力の根絶に向けたより一層の取り組みの推進とともに、いざというときに相

談できる窓口の周知や、相談体制の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

0.2

0.7

0.2

1.4

0.2

0.7

13.8

5.4

9.5

5.7

5.0

1.4

2.3

0.2

1.8

0.5

49.1

60.4

52.7

60.0

61.1

64.7

13.1

12.0

11.3

12.4

12.4

12.0

19.9

21.5

23.3

21.5

21.3

21.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セクハラ

マタハラ

ＤＶ

ストーカー

わいせつな行為や性的暴力等

リベンジ・ポルノ

自分自身が被害にあったことがある 自分自身に加害経験がある 自分の周りに被害にあった人がいる

具体的に相談を受けたことがある 見たり聞いたりしたことはない その他

無回答

ｎ＝442 

10.1

1.8

4.5

3.6

3.6

0.2

1.1

0.5

0.2

0.4

10.6

5.6

9.5

7.0

2.5

0.4

0.5

1.4

2.3

1.4

0.4

0.4

44.5

57.3

50.6

54.6

59.8

64.6

9.2

9.3

7.9

8.4

9.2

8.8

24.1

24.1

25.0

24.6

24.6

25.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

セクハラ

マタハラ

ＤＶ

ストーカー

わいせつな行為や性的暴力等

リベンジ・ポルノ

自分自身が被害にあったことがある 自分自身に加害経験がある 自分の周りに被害にあった人がいる

具体的に相談を受けたことがある 見たり聞いたりしたことはない その他

無回答

ｎ＝557 

セクハラ等の被害状況 
男性 

女性 
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［周知・啓発活動について］ 

○「男女共同参画社会」という言葉の認知度は約６割となっており、前回調査の 51.３％に

比べ増加している一方、男女共同参画が進んでいると思うかという設問について、「進ん

でいると思う」と答えた人の割合に大きな変化はみられませんでした。 

○さらに注目したいのは、「男女共同参画を意識したことがない」と回答した人が前回調査

に比べやや増加しており、年齢が低いほど割合が高い傾向がみられることです。 

○男女共同参画は“難しいもの”“自分には関係のないもの”ではなく、身近な家庭や職場、

地域等に係わる問題であり、女性だけでなく男性も含めたすべての人が対象になるものと

して、身近な問題として捉えることができるよう、教育や学習機会の充実を図ることも重

要です。 

 

 

 

23.3

15.5

17.2

44.0

12.6

9.9

20.7

56.8

29.5

18.7

15.5

36.3

0.0 20.0 40.0 60.0

相談した

相談したかったが、相談しなかった（相談できなかった）

相談しようと思わなかった

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝309 

被害を相談したか 

5.0

8.6

2.2

8.7

84.4

5.7

7.2

1.4

8.6

85.7

4.3

10.1

2.9

9.0

82.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター

京都SAＲA（サラ）

配偶者暴力相談支援センター（京都府家庭支援総

合センター）

男性のためのＤＶ電話相談窓口

京都府男女共同参画センター らら京都

無回答

（％）

全体

男性

女性

ｎ＝1,023 

相談窓口の周知度 
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33.2

25.9

29.3

11.5

34.5

20.9

24.7

19.8

0 10 20 30 40

進んでいると思う

進んでいると思わない

男女共同参画を意識したことがない

無回答
H28

H18

(%)

n=1,023

男女共同参画が進んでいると思うか 

合計 進んでいる
と思う

進んでいる
と思わない

男女共同参
画を意識し
たことがな
い

無回答

1023 340 265 300 118
100.0 33.2 25.9 29.3 11.5

2 0 2 0 0
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

18 5 4 9 0
100.0 27.8 22.2 50.0 0.0

34 10 8 13 3
100.0 29.4 23.5 38.2 8.8

54 16 18 19 1
100.0 29.6 33.3 35.2 1.9

69 24 23 20 2
100.0 34.8 33.3 29.0 2.9
111 45 28 26 12

100.0 40.5 25.2 23.4 10.8
152 72 25 25 30

100.0 47.4 16.4 16.4 19.7
5 2 0 3 0

100.0 40.0 0.0 60.0 0.0
39 13 7 19 0

100.0 33.3 17.9 48.7 0.0
50 12 22 13 3

100.0 24.0 44.0 26.0 6.0
74 18 21 32 3

100.0 24.3 28.4 43.2 4.1
102 34 34 33 1

100.0 33.3 33.3 32.4 1.0
133 41 41 43 8

100.0 30.8 30.8 32.3 6.0
152 39 28 39 46

100.0 25.7 18.4 25.7 30.3

男性-20代

問23　男女共同参画が進んでいると思うか

全体

男性-20歳未満

男性-50代

男性-60代

男性-30代

男性-40代

男性-70歳以上

女性-20歳未満

女性-20代

女性-30代

女性-40代

女性-50代

女性-60代

女性-70歳以上

男
性

女
性

上段：人
下段：％
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・ワークショップのまとめ 

①実施概要 

［目的］ 

○「京丹波町第２次男女共同参画推進計画」策定にあたり、男女共同参画を進めるうえでの

現状や問題点を把握するとともに、課題解決に向けて取り組むべきことを考える機会とす

ることを目的に開催いたしました。 

［グループ構成］ 

○学校・保育所関係、国際交流関係、介護・子育て関係、消防団、女性団体、男女共同参画

推進委員会委員により、１グループ６名構成の４グループに分かれて議論をして頂きまし

た。（24 名参加、うち男性９名、女性 15 名） 

［日時・テーマ］ 

・開催日時：９月 15 日（木）19：30～21：10 

・会場  ：中央公民館３階 

・協議内容：テーマ１「日常生活において、どのような男女差があると思いますか。また、

何がその差をつくり出していると思いますか。」 

テーマ２「その差を埋めるために、何が必要ですか。あなたは、何ができそう

ですか。」 

 

○今回のワークショップは「ワールド・カフェ」方式として実施しました。約 20 分の話し

あいを１ラウンドとして、ラウンドが終わるごとに１人がテーブルに残り、その他のメン

バーは違うテーブルに移動します。メンバーを変えながら、第１・２ラウンドではテーマ

１について、第３ラウンドはテーマ２について、意見を付箋に書き、模造紙に貼り付けな

がら、話しあいを進めて頂きました。最後に全員が元のテーブルに戻り、グループごとに

発表を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

A

B

C

D

第１ラウンド 第２ラウンド 

第３ラウンド まとめ 発表 
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②結果の総括 

［家庭］ 

○家庭内においては、これまで女性中心だった役割の分担が必要との声が多く、自ら進んで

家事を行うという男性の意見や、家庭内の話しあい、意識の変革が必要といった声があが

っています。 

○これまでの役割分担はなかなか変えられないという意見がある一方、家事をできることか

ら始めている、若い人は男女分け隔てなく家事を行っているといった、意識の変化もみら

れます。 

 

［地域］ 

○人権学習等、地域における周知の機会の創出が求められています。 

○伝統や文化を理由に、以前は男性しかいなかった場に女性が入れるようになる等、これま

でも時代とともに少しずつ変化が生まれているようです。疑問に思ったことは口に出す、

行事に積極的に出席する等、変化のきっかけとなる女性の積極的な行動も必要とされてい

ます。 

 

［教育］ 

○小さい頃に根付いた意識はなかなか変えられない様子がみられ、「男のくせに」「女のくせ

に」を無くしていくことや、子どもの教育の仕方が大切との声があがっています。 

 

［仕事］ 

○職場環境においては、男性が育児休業を取れるような条件を整える等、社会的システムの

整備が求められています。 

 

［その他］ 

○しきたりとして女性がダメな事として、神事関係や相撲などの意見があがっています。 

 

 

 

 

  

全体として、得手、不得手を男女で助けあいながら、“男”“女”といった決めつけた思い

込みを改めること、これまであたり前だと思っていたことも、おかしいと思うことは声をあ

げること、話しあいの場をもつこと等をきっかけに、「意識改革」が重要との声があがって

います。 
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・団体懇談会のまとめ 

①実施概要 

［目的］ 

○「京丹波町第２次男女共同参画推進計画」の施策の検討にあたり、京丹波町で活動する地

域団体、企業を対象に、日頃の活動を通して感じている課題や、男女共同参画推進のため

の施策に必要だと思うこと等について、アンケート調査とともに、参加可能な団体・企業

についてはヒアリング調査を実施いたしました。 

［対象］ 

○町内で活動、または町内に事務所のある 22 団体・企業を対象として実施。 

［アンケート調査］ 

○調査票配布期間：９月 16 日（金）～９月 29 日（木） 

○回収：17 団体 

［ヒアリング調査］ 

○開催日時：10 月７日（金）13：30～15：40 

［第一部 13：30～14：30／第二部 14：30～15：40］ 

○会場：中央公民館１階 

○参加団体：13 団体（うち男性７名／女性６名） 

［第一部 ７名（男性２名／女性５名）／第二部 ６名（男性５名／女性１名）］ 
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②結果の総括 

第１部：地域活動団体等 

１．所属する団体・企業において感じる男女差 

 ■代表は男性が担っている場合が多い 

・代表は男性が担う場合が現在も多い。（会員が女性のみの団体を除く） 

・団体としては女性の代表を求めているが、責任を負うことに躊躇する等、なり手がいない。

・一人暮らし世帯が増えたことで、自治会の役員（組長）や行事（川刈り、道づくり）に女性

の出役が増えてきてはいる。 

■子育て・教育の場面は女性が中心 

・ＰＴＡ参観等は、やはり女性（母親）が多い。 

・子育ては女性中心という考え方が残っている。 

・これまでに、男性が育児休暇を取ったケースは無い。 

■受け手の反応が、男女で異なる場合がある 

・関係機関へ事業等の協力依頼をする際等に、男性からの説明に比べ、女性からの説明の方が

不満が出ることが多いと感じることがある。 

■一方、日頃の活動の中では特に男女差を感じない団体もある 

・アンケートに回答頂いた 11 団体中５団体は、“活動のなかで特に男女差を感じることはない”

と回答。（“男女差を感じることはない”と回答した５団体のうち、女性のみの団体が３団体）

■生まれ育った環境や、固定的性別役割分担意識が男女差をつくりだしている 

・男女差をつくりだす要因として多かった意見は「生まれ育った環境」「固定的性別役割分担

意識」。 

２．男女共同参画社会の実現に必要だと思うこと 

 ■男性の育児・家事への参加 

・中学生ぐらいの年齢から調理教室や保育実習等実践的な体験ができる機会の創出。 

・家庭内での家事の分担。 

・労働時間の短縮、超過勤務の是正。 

・核家族化の進行により、男性の育児・家事への参加が増えている。 

■多様な価値観・多様性を認める考え方を広める教育・研修機会の創出 

・問題として気付いていない場合もある。 

・高齢の方の意識は変わりにくいのではないか。 

・男性が参加しやすい工夫をしてほしい。 

・子ども時代から「男の子は台所に立つな」等の教育を受けている場合がある。家庭での意識

の変革が必要。 

■それぞれの長所の尊重 

・男女の身体能力の違いや特徴を認める。 

・男女の良さを尊重し、お互いを磨きあう気持ちが必要。 
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３．団体・企業として取り組んでいること、取り組めること  

 ・平日の夜開催だった会議を、女性も参加しやすい土日の昼へ変更したり、子ども連れも可能

な形で開催している。参加形態を変えたことで、参加者も増えている。 

・これまで決まった女性社員が行っていたゴミ出しを当番制に変更。今後は職場のお茶出しも

平等に行うことを意識する等、小さなことからでもやっていきたい。 

・食生活改善推進員協議会で実施している「男性調理実習会」は、興味を持っている方が増え

ている。現在参加者は固定されているが、さらに増えていけばよいと思う。 

４．広報・講習会の実施について 

 ■特に男性の目に届く広報、参加しやすい講習会の実施が課題 

・老人クラブでは、日頃の会合でも内容によって男女の参加率が異なる。（食事会、茶話会は

女性、スポーツ関係は男性が多い等）男女共同参画については、男性の方が日頃意識していな

い方が多く、興味を持ってもらうのは難しいのではないか。 

・男性は歳を取ると頑固になる方が多いので、チラシ等をもらっても読み流してしまうのでは

ないか。 

・男女ともに、映画等の目に見えるもの、感情移入できるものによる広報の方が、理解しやす

いように思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜問題点・課題＞ 

 ○男女差なく活動している団体がある一方、“団体の代表は男性”、“子育て・教育は女

性中心”等の意識が残っている場面もあります。 

 ○男女差をつくりだす要因としては、「生まれ育った環境」や「固定的性別役割分担意

識」といった意見が多くあがっています。 

 

＜今後の対策＞ 

 ■意識改革のきっかけづくり 

   多様な価値観や多様性を認める考え方を持つことが重要との意見が多くなってい

ます。“男はこう”“女はこう”という考えは、子ども時代から身に付くものでもある

ため、教育の場面での周知や、男性も参加しやすい講習会のあり方を検討する等、意

識変革のきっかけづくりが必要とされています。 

 ■これまでの“あたりまえ”を変える取り組みの積み重ね 

   各団体においては、これまで慣習として定着していた運営体制や意識等を、徐々に

変えていく取り組みが始められています。今後も、小さなことから積み重ね、継続し

た取り組みを進めることが重要となります。 

総括 



65 

 

第２部：地域活動団体、企業等 

１．所属する団体・企業において感じる男女差 

 
■地域の代表は男性という意識 

・家庭のことが気にかかる等の理由から、女性が会の代表になることには躊躇が生じる。 

・長は男性が主だが、事業によっては女性が代表のものもあり、意見交換の機会も持てている。

意見を反映させることも多い。 

■キャリアアップ※に対する意識 

・管理職以上になりたいという女性が少ない。 

・資格試験や労働時間の増加等がハードルとなり、正規職員になりたがらない女性も多い。 

■体力面での男女差 

・山林内の現場作業や、重機を伴う作業等における、体力的な男女差。 

・消防団では、消火・水防活動が主となる事から、女性の団員が少ない。（平成 27 年度に初の

女性団員が誕生） 

２．男女共同参画社会の実現に必要だと思うこと 

 ■性差に関係なく適材適所で能力を発揮できる環境づくり 

・体力の必要な現場作業においても、個人の能力を考慮し適材適所となるよう、労働の機会を

平等化することが必要。 

・職場全体の性別役割分担意識の排除。 

■家庭と仕事を両立できる環境整備 

・労働時間の是正、有給取得の増加等、働きやすい職場環境の整備。 

■子育て・介護に対するサポート体制の整備 

・妊娠・出産に対する行政のサポート。 

・女性の活躍推進のためには、子育て支援だけでなく、介護支援も必要。 

・男性の家事・育児への参画の推進。 

３．様々な分野への女性の参画拡大に向けて 

 
・消防団では、平成 27年度に初の女性団員が誕生したが、「消防団＝大変そう」というイメー

ジが強く、なかなか希望者がいない。消火活動以外の活動分野において、役割を明確化すると

ともに、イメージの変革が必要。 

・森林組合では、森林調査等は男女同じように現場に入って行っている。女性が活躍している

組合も多い。今後もオペレーターとして採用する等、積極的に受け入れていきたい方針である。

・重機を使う作業においては、有資格者は圧倒的に男性が多いため、現状として女性は少ない。
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４．男性の育児休業取得促進に向けて 

 
・まずは、子育て・介護の環境整備が重要。補助金による援助も必要である。 

・これまでに、育児休業を取得した前例のない企業においては、まずは短期の育児休暇の取得

から入っていくのが良いのではないか。現在は、まだ男性が育児休業を取ることに対する環境

が熟していないように感じる。 

・今後対象となる人がいるため、就業規則のつくり直しを行った。最初は取りにくいと思うが、

きっかけをつくり、次の人にもつながるようにしていきたい。 

５．計画の策定について 

 
・数値目標も大切だが、「目的」をはっきりさせて進めることが大切。 

・男性の育児休業の取得等について、まずは公務員から始めるべきではないか。それが一般企

業に広がるようにしてほしい。 

・オピニオンの意識の向上が必要。大きな事業所では、育児休業を取った方の代わりを補充で

きるが、中小企業・零細企業は難しい。社会の雰囲気を改革することが必要。策定委員会にも

一般の方をメンバーに加えることで、意識改革をしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問題点・課題＞ 

 ○地域や職場において、女性の代表や管理職には責任や労働時間が増すことから、自

らなりたがらない女性も多いとの意見があがっています。 

 ○体力の必要な現場等においては、必然的な男女差が生じるとともに、女性の参画が

少ないことが現状です。 

 ○女性の活躍を促進するためには、子育て・介護支援が重要との意見が多くなってい

ます。また、男性の育児休業取得は前例がないことや、取りにくい雰囲気の職場も

まだ多いようです。 

 

＜今後の対策＞ 

 ■個々の能力に応じた労働機会の平等化 

   性別役割分担意識ではなく、個人の能力を考慮し、適材適所で活躍できる環境づ

くりが必要とされています。 

 ■子育て・介護に対するサポート体制の充実 

   女性の社会参加を促進するためには、子育て・介護に対する支援が欠かせません。

家庭における男性の家事・育児等への参画推進とともに、行政のサポートの強化等

の環境整備も求められています。 

 ■男性の育児休業取得促進のためのきっかけづくり 

   周囲の理解の向上が重要であり、職場内や地域で前例をつくる等、理解促進のた

めのきっかけづくりが必要とされています。 

総括 
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・「京丹波町男女共同参画計画」の取り組み状況 

○「京丹波町男女共同参画計画」の施策について、担当課ごとに関連施策の進捗状況評価を

実施しました。 

○進捗度評価の点数については、「評価基準」に基づき担当課が評価した結果を得点化した

ものです。なお、１つの施策について、複数の課が評価を行っている場合は、各課の評価

した結果の平均としています。 

 

得点 評価基準 

４ 計画通り達成できた 

３ 幾つか残されたものはあるが概ね取り組めた 

２ 幾つかは取り組めたが全体的にはあまり進んでいない 

１ 全く取り組めなかった 

 

○「京丹波町男女共同参画計画」を構成する４つの基本目標別の進捗状況は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊全施策の平均は「2.24」となっています。これは、『計画した取り組みの幾つかは取り組め

たが、まだ残されたものも多く、今後ともさらなる取り組みの推進が必要である』と統括で

きます。 

＊最も評価が高いのは「基本目標２ 一人ひとりが支えあい協力しあう家庭づくり」となり

「2.50」です。 

＊最も評価が低いのは「基本目標３ 活き生きと自分らしく活躍できる地域づくり」となり

「2.00」です。 

2.38

2.50

2.00

2.08 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

基本目標１

思いやりの心で育む意識づくり

基本目標２

一人ひとりが支えあい協力しあう

家庭づくり

基本目標３

活き生きと自分らしく活躍できる

地域づくり

基本目標４

男女がともに輝く社会づくり
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基本目標１ 思いやりの心で育む意識づくり 

 

〈主な成果・取り組みと今後の課題〉 

重点課題１ 男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 

（１）広報・啓発活動の充実 

◇パンフレットやポスターの配布による啓発活動。 

◆国や府、他の地域や団体の情報収集に取り組めなかった。 

◆より多くの人の目に届く広報・啓発活動が必要。 

（２）男女共同参画社会に対応した講座などの開催 

◇「きらりセミナー」「きらりフォーラム」等の講座の開催。 

◇町広報紙、ホームページ、チラシ等による幅広い情報提供の実施。 

◇子育て世帯が参加しやすいよう、保育ルームの設置。 

◆リーダー等の人材育成を目的とした講座等の開催には至っていない。 

◆保育ルームを設置するも、子育て世帯の参加が少なく利用が少ない。 

◆若い世代や男性も参加しやすい広報が必要。 

◆町内行事の重複。 

（３）情報提供の拡充 

◇強調月間や各運動週間等の広報。 

◆強調月間や各運動週間等の広報の充実が必要。 

◆町独自の広報紙やポスターの作成ができなかった。 

重点課題２ 多様なライフスタイルの選択を可能にする意識づくり 

（１）家庭における意識づくりの推進 

◆家庭における話しあいや意識づくりを推進する働きかけができなかった。 

（２）地域における意識づくりの推進 

◇健康づくり推進協議会における女性委員の意見が反映できる体制の構築（女性委員の割合３

～５割） 

◆固定的な性別役割分担意識の変革をめざした地域への働きかけが必要。 

（３）職場における意識づくりの推進 

◇チラシ等を通じた啓発活動。 

◆企業や事業所への働きかけを推進するための、ノウハウや仕組みの検討が必要。 

（４）学校等における意識づくりの推進 

◇互いを思いやる心や、性別にとらわれず個性を尊重した教育の推進。 

◇子ども一人ひとりと関わりを持ち、発達を促す取り組みの実践。 

 

 

 

 

 

◇・・主な成果・取り組み  ◆・・今後の課題 
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重点課題３ あらゆる暴力を許さないまちづくり 

（１）暴力をなくすための意識づくり 

◇窓口での冊子等の配布。 

◇関連機関と協力した個別のＤＶ相談への対応。 

◆法律の周知ができていない。 

◆セクハラ対策は企業・事業所に任せている状況。 

（２）あらゆる暴力を根絶するための環境づくり 

◇ＤＶに限らない地域の見守り活動における、民生委員・児童委員や教育委員会等、各課との

連携による早期発見・対応。 

◇「女性の相談窓口」の開設。 

◇犯罪防止のための街頭啓発活動の実施。 

◇防犯灯の設置への補助金の交付。（平成 25 年度からはＬＥＤ電灯への更新についても対象拡

充） 

◇防犯カメラ２か所設置。（平成 26 年度） 

◆児童・高齢者・虐待等、個別のケースに対応できるネットワークの形成が必要。 

重点課題４ 男女の性の尊厳の確立 

（１）生涯にわたる健康の管理・保持・増進 

◇子宮がん・乳がん検診について、受診しやすい体制の構築。未受診者対策の実施。 

◇健診結果等による健康課題に基づく健康講座を毎年２～３講座実施。 

◆すべての健診の受診促進及び指導体制の強化が必要。 

（２）妊娠・出産に関する支援 

◇教材やパンフレットを通じた妊娠・出産に関する知識や重要性の普及・啓発。 

◇出産前の交流を目的とした教室の実施。 

◇母子手帳発行時における保健師の面接を必須で実施。 

◇男性不妊、不育治療について、国の制度に準じた支援の実施。申請者も増加傾向。 

◆限られた時間数のなかで、“子どもを産む・産まない”の選択についての知識普及まで至って

いない。 

◆出産前の交流を目的とした教室の参加数が少なく、目的を果たせなかった。 

（３）性と健康に関する正しい知識の普及・啓発 

◇性に関する正しい知識を身に付けるための学習機会の充実。 

◇ＨＩＶ、性感染症、飲酒・喫煙、薬物乱用等が健康に及ぼす影響についての啓発。 

◆他課と連携した学習機会や、情報提供の充実が必要。 
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基本目標２ 一人ひとりが支えあい協力しあう家庭づくり 

 

〈主な成果・取り組みと今後の課題〉 

重点課題１ 家庭における男女共同参画の推進 

（１）家庭における学習機会の充実 

◇乳幼児健診、乳児相談等の様々な場面を通じた子育てに関する情報提供。 

◇学校の授業における、平等な立場での家事・子育て・介護に関する学習の充実。 

◇講座等の開催。 

◆家庭環境における男女共同参画に関する知識育成に向けた働きかけができていない。 

◆男性、子育て世帯の講座への参加が少ない。 

（２）男性の家事・育児・介護への参画の推進 

◇講座等の開催による情報提供。 

◇ＰＴＡ行事等において、父親の存在等についての学習機会の設置。 

◇子育て支援ハンドブックによる、「プレママ・プレパパ教室」での情報提供。 

◆男性、子育て世帯の講座への参加が少ない。 

重点課題２ 多様なライフスタイルに対応した子育てと介護の環境づくり 

（１）保育事業の充実 

◇満 10 カ月から保育所での預かりの実施。 

（２）地域における子育て支援の充実 

◇学童保育の開設・充実。 

◇相談及び情報提供体制等の整備。 

◇子育て支援ハンドブック、広報お知らせ版、子育て支援センター発行紙、ホームページ等に

よる、子育て支援サービスの情報提供。 

◇子育て終了世代の育児ボランティア登録を活用した体制整備。 

◆自主的な子育て支援センターの立ち上げ支援が必要。 

◆個別事業ごとの取り組みだけでなく、地域ぐるみの子育て支援環境の整備が必要。 

（３）介護体制の整備 

◇農閑期における介護予防事業（筋トレ教室等）の実施。（平成 26 年度 14 か所、平成 27 年

度 20 か所） 

◇必要な介護サービス量の確保とともに、介護給付適正化システムの活用等による給付の適正

化。 

◇特別養護老人ホームや認知症対応型グループホームの拡充等。 

◆高齢化等に伴うニーズの増加や変化に対応できる適切なサービス確保が必要。 

（４）介護を支える人材の育成・確保 

◇キャラバンメイト（ボランティア講師）57 人により、認知症サポーター養成講座（認知症を

正しく理解する講座）延べ 70 回実施。（受講者延べ人数２,282 人） 

◇民生委員・児童委員との連携による情報提供、相談体制の整備。 

◆個人情報の取り扱いの注意。 

◇・・主な成果・取り組み  ◆・・今後の課題 
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基本目標３ 活き生きと自分らしく活躍できる地域づくり 

 

〈主な成果・取り組みと今後の課題〉 

重点課題１ 地域における男女共同参画の推進 

（１）地域活動に参加しやすい環境づくり 

◇京丹波町生涯学習通信「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」等による地域活動内容の情報提供。 

◇女性の積極的な参加を促進するため、女性の課題をテーマとした講演会の開催や、「預かり保

育コーナー」の設置。 

◆地域活動に関する情報収集とともに、積極的な情報提供が不十分。 

◆女性が参加しやすい環境づくりの充実が必要。 

重点課題２ 政策・方針決定の場への女性の参画の推進 

（１）審議会・委員会等への参画促進 

◇平成 28 年度実績「地方自治法（第 202 条の３）に基づく審議会等の女性の登用」27.９％、

「地方自治法（第 180 条の５）に基づく委員会等の女性の登用」15.０％。 

◇目標値 30％。（平成 28 年度） 

◆積極的な女性の参画促進が不十分。 

◆目標達成に向けた各担当課への働きかけが必要。 

（２）人材発掘、人材育成の推進 

◇「あったらいいなこんな食べ物コンテスト」や食の祭典等のイベントを通した地域で活躍す

る女性の人材発掘、情報提供の実施。 

◇子育て支援センター利用者との密な交流による人材発掘、育成。 

◇講座等の開催。 

◆積極的な参加を促すための、講座内容の検討・開催支援が必要。 

◆人材発掘のための情報収集が不十分。 

重点課題３ 女性のチャレンジ支援 

（１）女性の能力発揮を促すための支援の充実 

◇京都府母子寡婦福祉連合会等との連携による、就業に関する技能・資格取得のための研修講

座情報の提供。 

◆情報収集と積極的な情報提供が必要。 

（２）女性の起業への支援 

◇女性の起業促進や人材発掘に向けた「京丹波町起業セミナー」の実施。 

◆情報収集と積極的な情報提供が必要。 

 

 

 

  

◇・・主な成果・取り組み  ◆・・今後の課題 



72 

 

基本目標４ 男女がともに輝く社会づくり 

 

〈主な成果・取り組みと今後の課題〉 

基本目標１ 職場における男女共同参画の推進 

（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保に向けた啓発 

◇労働環境改善、労働に関する法律・制度について、各種啓発チラシやポスターによる情報提

供。 

◆関係部署間の連携が不十分。 

（２）パートタイム労働者等の就労条件づくり 

◇育児・介護休業法等の関連法令について、各種啓発チラシやポスターによる情報提供。 

◆関係部署間の連携が不十分。 

（３）男女の健康の保持・増進 

◇国民健康保険関連での取り組みの実施。 

◇事業所、市町村会議を通した労働者の健康に関する交流や、取り組みの共有。 

◆関係部署間の連携が不十分。 

◆企業・事業所への具体的な働きかけをめざしたノウハウ・仕組みの検討が必要。 

基本目標２ 仕事と家庭生活・地域活動の両立支援 

（１）育児・介護休業制度の普及及び利用促進 

◇育児・介護休業制度について、各種啓発チラシやポスターによる情報提供。 

◆関係部署間の連携が不十分。 

（２）働く女性への支援 

◇職業訓練、各種講座等に関する情報提供。 

◇事業所、市町村会議を通じ、女性を含む労働者の健康に関する交流、取り組みの共有。 

◇広報お知らせ版での求人情報の掲載、ハローワーク求人情報の窓口での情報提供。 

◇チラシの配布。 

◆情報提供の充実が必要。 

（３）農林業・商工自営業における男女共同参画の促進 

◇チラシの配布。 

◆関係部署間の連携が不十分。 

◆共同参画、女性の経済的自立や経営への積極的参画についての啓発・意識付けが必要。 

◆各事業所への具体的な働きかけができていない。 

◇・・主な成果・取り組み  ◆・・今後の課題 
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３
．
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法 

（
平
成
十
一
年
六
月
二
十
三
日
法
律
第
七
十
八
号
） 

 

改
正 

平
成
十
一
年 

七
月 

十
六
日
法
律
第 

百
二
号 

同 

十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
同 
第
百
六
十
号 

前
文 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
二
条
） 

第
二
章 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
基

本
的
施
策
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
） 

第
三
章 

男
女
共
同
参
画
会
議
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
八

条
） 

附
則 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
個
人
の
尊
重
と
法
の

下
の
平
等
が
う
た
わ
れ
、
男
女
平
等
の
実
現
に
向
け
た
様
々

な
取
組
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
取
組
と
も
連
動
し
つ
つ
、

着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
な
お
一
層
の
努
力
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
国
内
経
済
活
動
の
成
熟
化
等

我
が
国
の
社
会
経
済
情
勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
て
い
く

上
で
、
男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も

分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力

を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
は
、
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
を
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
を
決
定
す
る
最
重
要
課

題
と
位
置
付
け
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
男
女

共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

こ
こ
に
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基
本

理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
を
示
し
、
将
来
に
向
か
っ

て
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の

形
成
に
関
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。 

    

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
豊
か
で
活
力
あ
る
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、

地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成 

男
女
が
、
社
会
の
対
等
な

構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会

的
及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、

共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
を
い
う
。 

二 

積
極
的
改
善
措
置 

前
号
に
規
定
す
る
機
会
に
係
る
男

女
間
の
格
差
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
お
い

て
、
男
女
の
い
ず
れ
か
一
方
に
対
し
、
当
該
機
会
を
積

極
的
に
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
男
女
の
人
権
の
尊
重
） 

第
三
条 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
男
女
の
個
人
と

し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
、
男
女
が
性
別
に
よ
る

差
別
的
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
、
男
女
が
個
人
と
し
て
能

力
を
発
揮
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
男
女
の

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
四
条 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
当
た
っ
て
は
、
社

会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
が
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役

割
分
担
等
を
反
映
し
て
、
男
女
の
社
会
に
お
け
る
活
動
の
選

択
に
対
し
て
中
立
で
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
る
お
そ
れ

7
3
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が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行

が
男
女
の
社
会
に
お
け
る
活
動
の
選
択
に
対
し
て
及
ぼ
す
影

響
を
で
き
る
限
り
中
立
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
政
策
等
の
立
案
及
び
決
定
へ
の
共
同
参
画
） 

第
五
条 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
男
女
が
、
社
会

の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
政
策
又
は
民
間
の
団
体
に
お
け
る
方
針
の
立
案
及
び

決
定
に
共
同
し
て
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨

と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
他
の
活
動
の
両
立
） 

第
六
条 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
家
族
を
構
成
す

る
男
女
が
、
相
互
の
協
力
と
社
会
の
支
援
の
下
に
、
子
の
養

育
、
家
族
の
介
護
そ
の
他
の
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
に
つ

い
て
家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
円
滑
に
果
た
し
、
か
つ
、

当
該
活
動
以
外
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
際
的
協
調
） 

第
七
条 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
が
国
際
社
会

に
お
け
る
取
組
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
国
際
的
協
調
の
下

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
の
責
務
） 

第
八
条 

国
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本

理
念
」
と
い
う
。）
に
の
っ
と
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
（
積
極
的
改
善
措
置
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有

す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
九
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
し
、
国
の
施
策
に
準

じ
た
施
策
及
び
そ
の
他
の
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特

性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
。 

（
国
民
の
責
務
） 

第
十
条 

国
民
は
、
職
域
、
学
校
、
地
域
、
家
庭
そ
の
他
の

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
十
一
条 

政
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政

上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
年
次
報
告
等
） 

第
十
二
条 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
の
状
況
及
び
政
府
が
講
じ
た
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
報
告
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
毎
年
、
前
項
の
報
告
に
係
る
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
明
ら
か
に
し

た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
二
章 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る 

基
本
的
施
策 

（
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
） 

第
十
三
条 
政
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
（
以
下
「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

総
合
的
か
つ
長
期
的
に
講
ず
べ
き
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
大
綱 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
男
女
共
同
参
画
会
議
の
意
見
を
聴

い
て
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の

決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定

が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画
等
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
を
勘

案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

7
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社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画
」
と
い
う
。
）

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
総
合
的
か
つ
長
期
的
に
講

ず
べ
き
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施

策
の
大
綱 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
の
区
域
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

市
町
村
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
及
び
都
道
府
県

男
女
共
同
参
画
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に

お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
市
町
村
男
女
共
同
参

画
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画

計
画
又
は
市
町
村
男
女
共
同
参
画
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
施
策
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
の
配
慮
） 

第
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
施
策
を
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
） 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
広
報
活
動
等
を
通

じ
て
、
基
本
理
念
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
の
処
理
等
） 

第
十
七
条 

国
は
、
政
府
が
実
施
す
る
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
又
は
男
女
共
同
参
画
社
会
の

形
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
施
策
に
つ
い
て
の
苦

情
の
処
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
及
び
性
別
に
よ
る
差
別
的

取
扱
い
そ
の
他
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
阻
害
す
る

要
因
に
よ
っ
て
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
被
害
者

の
救
済
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
調
査
研
究
） 

第
十
八
条 

国
は
、
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
が
男
女

共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
調
査
研
究

そ
の
他
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施

策
の
策
定
に
必
要
な
調
査
研
究
を
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
国
際
的
協
調
の
た
め
の
措
置
） 

第
十
九
条 

国
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
国
際
的

協
調
の
下
に
促
進
す
る
た
め
、
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
と

の
情
報
の
交
換
そ
の
他
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
す

る
国
際
的
な
相
互
協
力
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
の
団
体
に
対
す
る
支
援
） 

第
二
十
条 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
男
女
共
同

参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
及
び
民
間
の
団
体

が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
し
て
行
う
活
動

を
支
援
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

男
女
共
同
参
画
会
議 

（
設
置
） 

第
二
十
一
条 

内
閣
府
に
、
男
女
共
同
参
画
会
議
（
以
下
「
会

議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

（
所
掌
事
務
） 

第
二
十
二
条 

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
関
し
、
第
十
三
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関

係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
基
本
的
な
政
策
及
び

重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
調
査
審
議
し
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係

各
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

四 

政
府
が
実
施
す
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進

に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
及
び
政
府
の
施

策
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及

び
関
係
各
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

（
組
織
） 

第
二
十
三
条 

会
議
は
、
議
長
及
び
議
員
二
十
四
人
以
内
を

も
っ
て
組
織
す
る
。 
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（
議
長
） 

第
二
十
四
条 

議
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

（
議
員
） 

第
二
十
五
条 

議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

一 

内
閣
官
房
長
官
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣

総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

二 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有

す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者 

２ 

前
項
第
二
号
の
議
員
の
数
は
、
同
項
に
規
定
す
る
議
員

の
総
数
の
十
分
の
五
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
の
議
員
の
う
ち
、
男
女
の
い
ず
れ
か
一

方
の
議
員
の
数
は
、
同
号
に
規
定
す
る
議
員
の
総
数
の
十
分

の
四
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
の
議
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

（
議
員
の
任
期
） 

第
二
十
六
条 

前
条
第
一
項
第
二
号
の
議
員
の
任
期
は
、
二

年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
議
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
第
二
号
の
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
資
料
提
出
の
要
求
等
） 

第
二
十
七
条 

会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に

対
し
、
監
視
又
は
調
査
に
必
要
な
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
提

出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の

者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
八
条 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組

織
及
び
議
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
会
議
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

附 

則 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
男
女
共
同
参
画
審
議
会
設
置
法
の
廃
止
） 

第
二
条 

男
女
共
同
参
画
審
議
会
設
置
法
（
平
成
九
年
法
律

第
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
男
女
共
同
参
画
審

議
会
設
置
法
（
以
下
「
旧
審
議
会
設
置
法
」
と
い
う
。）
第
一

条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
男
女
共
同
参
画
審
議
会
は
、
第

二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
審
議
会
と
な
り
、

同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。  

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
審
議
会
設
置
法
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
男
女
共
同
参
画
審
議
会

の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
、
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
議
会
の
委
員
と
し
て
任
命

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
旧
審
議
会
設
置
法
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
男
女
共
同
参
画
審

議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と

す
る
。  

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
審
議
会
設
置
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
男
女
共
同
参
画
審
議
会

の
会
長
で
あ
る
者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ

れ
た
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
に
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
会
長

と
し
て
定
め
ら
れ
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
委
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。 

 

附 

則 

（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
二
号
） 
抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

略 

二 

附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、

第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定 

公
布
の
日 

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
十
八
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
そ
の
他
の
機
関
の
会
長
、
委
員
そ

の
他
の
職
員
で
あ
る
者
（
任
期
の
定
め
の
な
い
者
を
除
く
。
）

7
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の
任
期
は
、
当
該
会
長
、
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
任
期
を
定

め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に

満
了
す
る
。 

一
か
ら
十
ま
で 
略 

十
一 

男
女
共
同
参
画
審
議
会 

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
） 

第
三
十
条 

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、

別
に
法
律
で
定
め
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
法
律
第
百
六
十

号
） 

抄 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、

平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。 

（
以
下
略
） 

            

                              

7
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４．世界、国、京都府の動き（年表） 

 世界の動き 日本の動き 京都府の動き 

1975 年（昭 50） ・国際婦人年（目標：平等、発
展、平和） 
・国際婦人年世界会議(ﾒｷｼｺｼﾃｨ)
「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設置 
・婦人問題企画推進会議開催 

 

国

連

婦

人

の

十

年 

1 9 7 7 年 

(昭 52) 

 ・「国内行動計画」策定 
・国立婦人教育会館開館 

・女性政策担当窓ロ設置 
・京都府婦人関係行政連絡会設置
・京都府婦人問題協議会設置 

1 9 7 9 年 

(昭 54) 
・国連第 34 回総会「女子差別
撤廃条約」採択 

 ・京都府婦人大学開設 
・京都府婦人対策推進会議設置

1 9 8 0 年 

(昭 55) 

・「国連婦人の十年」中間年世界会議
(ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ) 
・「国連婦人の十年後半期行動
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」採択 

  

1 9 8 1 年 

(昭 56) 
 ・「国内行動計画後期重点目標」

策定 
・京都府婦人の船実施 
・「婦人の地位の向上と福祉の増進
を図る京都府行動計画」策定 

1 9 8 2 年 

(昭 57) 
  ・京都府立婦人教育会館開館 

・京都府婦人海外研修実施 

1 9 8 5 年 

(昭 60) 
・「国連婦人の十年」ﾅｲﾛﾋﾞ世界
会議（西暦2000年に向けての）「婦
人の地位向上のためのﾅｲﾛﾋﾞ
将来戦略」採択 

・国籍法改正 
・男女雇用機会均等法公布 
・「女子差別撤廃条約」批准 

・国連婦人の十年最終年記念大会
－京都女性のﾌｫｰﾗﾑ‘85－開催 

1986 年（昭 61）  ・婦人問題企画推進本部拡充：
構成を全省庁に拡大 
・婦人問題企画推進有識者会議
開催 

 

1987 年（昭 62）  ・「西暦 2000 年に向けての新国
内行動計画」策定 

・京都婦人関係行政推進会議発足
・京都府婦人問題検討会議設置

1989 年（平元）  ・学習指導要領改訂（高等学
校家庭科の男女必修等） 

・・「KYOのあけぼのﾌﾟﾗﾝ」策定 
・女性政策課設置 
・女性政策推進本部設置 
・京都府女性政策推進専門家会議
設置 
・KYOのあけぼのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催 
・京都府あけぼの賞創設 

1990 年（平２） ・国際婦人の地位委員会拡大会
期 
・国連経済社会理事会「婦人
の地位向上のためのﾅｲﾛﾋﾞ将
来戦略に関する第１回見直し
と評価に伴う勧告及び結論」採
択 

  

1991 年（平３）  ・育児休業法公布  

1993 年（平５） ・国連第 48 回総会「女性に対
する暴力の撤廃に関する宣言」
採択 

  

1994 年（平６）  ・男女共同参画室設置 
・男女共同参画審議会設置（政令）
・男女共同参画推進本部設置 

 

1995 年（平７） ・第４回世界女性会議－平等、
開発、平和のための行動（北京）
「北京宣言及び行動綱領」採択

・育児休業法改正（介護休業
制度の法制化） 

・「京の女性史」発刊 

1996 年（平８）  ・男女共同参画推進連携会議（え
がりてﾈｯﾄﾜｰｸ）発足 
・「男女共同参画 2000 年ﾌﾟﾗﾝ」
策定 

・「KYOのあけぼのﾌﾟﾗﾝ」改定 
・京都府女性総合ｾﾝﾀｰ設置 

1997 年（平９）  ・男女共同参画審議会設置（法律）
・男女雇用機会均等法改正 

 

1999 年（平 11）  ・男女共同参画社会基本法公布、
施行 

 

2000 年（平 12） ・国連特別総会「女性 2000 年会議」
開催(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

・「男女共同参画基本計画」閣
議決定 
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 世界の動き 日本の動き 京都府の動き 

2001 年（平 13）  ・ 男女共同参画会議設置、男女共
同参画局設置 
・配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律施行 
・第１回男女共同参画週間 
・「仕事と子育ての両立支援策の方
針について」閣議決定 

・「新 KYO のあけぼのﾌﾟﾗﾝ」策定

2003 年（平 15）  ・「女性のﾁｬﾚﾝｼﾞ支援策の推進
について」男女共同参画推進
本部決定 
・ 次世代育成支援対策推進法
公布、施行 

 

2004 年（平 16）  ・ 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律改正及
び同法に基づく基本方針策定 

・京都府男女共同参画推進条例
施行 
・京都府男女共同参画審議会設置
・女性ﾁｬﾚﾝｼﾞ相談開設 
・女性ﾁｬﾚﾝｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸ会議開催 

2005 年（平 17） ・国連「北京＋10」世界閣僚級会
合(ﾆｭｰﾖｰｸ) 

・「男女共同参画基本計画（ 第
２次）」閣議決定 
・「女性の再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援ﾌﾟﾗﾝ」 策
定 

・審議会意見書「京都府におけ
るﾁｬﾚﾝｼﾞ支援方策について」 
・女性ﾁｬﾚﾝｼﾞｵﾌｨｽ開設 
・「女性発・地域元気力わくわく
ﾌﾟﾗﾝ」策定 

2006 年（平 18）  ・「国の審議会等における女性委
員の登用の促進について」男女
共同参画推進本部決定 
・男女雇用機会均等法改正 

・「配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・自立支援に関
する計画」策定 
・女性の再就職支援開始 

2007 年（平 19）  ・ 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律改正 
・「仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章」、「仕事と生活の調
和のための行動指針」策定 

・「新 KYO のあけぼのﾌﾟﾗﾝ後 期
施策」策定 
・地域女性ﾁｬﾚﾝｼﾞｵﾌｨｽ開設 
・地域女性わくわくｽﾎﾟｯﾄ設置

2008 年（平 20）  ・「女性の参画加速ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」男
女共同参画推進本部決定 

・女性政策課を男女共同参画課
に改称 
・京都府女性総合ｾﾝﾀｰを京都
府男女共同参画ｾﾝﾀｰに改称 
・ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進ｺｰﾅｰ開設 

2009 年（平 21）  ・男女共同参画のｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ決定 
・DV相 談ﾅﾋﾞ開設 

・「配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・自立支援に関
する計画」改定 
・新計画検討部会設置 
・「男女共同参画に関する意識調
査」実施 

2010 年（平 22）  ・「第３次男女共同参画基本計
画」閣議決定 
・ 育児・介護休業報改正 

・京都府家庭支援総合ｾﾝﾀｰ開所 
・ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ開設 
・「京都仕事と生活の調和行動計
画」策定 
・「子育て期の多様な働き方ﾓﾃﾞ
ﾙ創造ﾌﾟﾗﾝ」策定 

2011 年（平 23）   ・「KYOのあけぼのﾌﾟﾗﾝ(第３次)」
策定 
・ﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ北部ｻﾃﾗｲﾄ開設
・京都ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽｾﾝﾀｰ開設 

2012 年（平 24）   ・京都女性起業家賞(ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ)
開 始 

2013 年（平 25）  ・日本再興戦略において「女性
の活躍促進」が成長戦略の中核
に位置づけ 
・ 配偶者暴力防止法改正 

・「京都仕事と生活の調和行動計
画（第２次）」策定 

2014 年（平 26）  ・ 輝く女性応援会議開催 
・すべての女性が輝く社会づく
り本部設置 
・「すべての女性が輝く政策ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ」策定 
・男女雇用機会均等法改正 

・ 北京都ｼﾞｮﾌﾞﾊﾟｰｸﾏｻﾞｰｽﾞｼﾞｮﾌﾞ
ｶﾌｪ開設 
・「配偶者等からの暴力の防止及
び被害者の保護・自立支援に関
する計画（第３次）」策定 
・ 輝く女性応援会議 in 京都開
催 

2015 年（平 27）  ・女性活躍推進法施行 
・「女性活躍加速のための重点方
針 2015」決定 
・「第４次男女共同参画基本計
画」閣議決定 

・輝く女性応援京都会議発足、
行動宣言採択 
・ 京都性暴力被害者ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相
談支援ｾﾝﾀｰ(愛称：京都 SARA(ｻ
ﾗ))開所 




